
業 務 委 託 契 約 書（案） 

１ 業務の名称    浜松医療センター新病院整備事業設計協力業務 

２ 業務の場所    浜松市中区佐鳴台五丁目及び富塚町地内 

           （施設名）浜松医療センター 

３ 契 約 金 額    金            円 

          （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額          円） 

          ※契約日以後に消費税率の変更があったときは、消費税及び地方消

費税相当額を変更後の税率によるものとする。 

４ 履 行 期 間    平成３１年  月  日 から 

平成３２年７月３１日まで 

５ 業務の内容    別紙仕様書のとおり 

６ 契約保証金    浜松市契約規則第２７条第１項第３号により免除 

７ そ の 他    契約金額の支払については、本契約条項第１２条による請求を受

けたとき、委託者はその日から起算して３０日以内に請求された

金額を受託者に支払う 

  上記業務委託について、 浜松市 を委託者とし、     を受託者として、次の

条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

  平成  年  月  日 

         委託者  所  在  地  浜松市中区元城町１０３番地の２

              名     称  浜松市

              代  表  者  浜松市長  鈴木 康友

         受託者  住所又は所在地  

              商号又は名称  

              代  表  者  

収 入 

印 紙 



条   項 
（総則）

第１条 受託者は、本契約書及び別紙仕様書に基づき、契約金額をもって、履行期間内に

業務を完了しなければならない。

（業務の目的）

第２条 本業務は、浜松市の浜松医療センター新病院整備事業の実施において、委託者及

び実施設計受託者と協同して、工事施工者の優れた施工技術と豊富な経験に基づいた病

院建設の実績を反映した良質な実施設計を完成させることを目的とする。

（権利義務の譲渡禁止）

第３条 受託者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて

はならない。ただし、書面により事前に委託者の承諾を得た場合においては、この限り

でない。

（一括再委託の禁止）

第３条 受託者は、業務の処理を一括して他に委託し、又は請け負わせてはならない。

２ 受託者は、やむを得ず、業務の一部を再委託する場合、委託者と事前に協議し、承諾

を受けるものとする。

（業務委託の調査等）

第５条 委託者は、必要に応じ、受託者に対して業務の処理状況について調査し、又は報

告を求めることができる。

（業務内容の変更）

第６条 委託者は、必要があると認めるときは、書面をもって受託者に通知し、業務の内

容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。この場合において、委託料又は

履行期間を変更する必要があると認めるときは、委託者と受託者とが協議の上、書面に

よりこれを定めるものとする。

（期限の延長）

第７条 受託者は、受託者の責によらない理由により、履行期限内に業務を完了すること

ができないときは、委託者に対し遅滞なくその理由を付して、履行期限の延長を申し出

なければならない。

（経済事情の激変等による契約金額の変更）

第８条 履行期間内に、経済事情の激変又は予期することのできない理由の発生に基づき、

契約金額が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、委託者と受託者と

が協議の上、契約金額を変更することができる。

（管理義務）

第９条 受託者は、業務着手から完了にいたるまで、その業務全体の管理及び使用人等の

行為について、すべての責任を負わなければならない。



２ 受託者は、業務の一部を再委託した場合も再委託先を指導・管理する。ただし、委託

者が、不適切であると判断した場合には、受託者に対して指導するものとする。

（損害の負担）

第１０条 受託者は、業務の施行上発生した事故に関する損害（第三者に及ぼした損害を

含む。）については、委託者から必要な指示を受け、自己の責任において処理しなければ

ならない。なお、その損害に対して賠償しなければならない。ただし、その損害が、委

託者の責任に帰する理由による場合においては、この限りでない。

２ 受託者は、事故による損害が発生したときは、直ちに書面により事故による損害の発

生を委託者に通知しなければならない。

（談合等不正行為があった場合の違約金等）

第１１条 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、委託者が本契約を解

除するか否かにかかわらず、受託者は、委託者の請求に基づき、契約金額（本契約締結

後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の 1０に相当する
額を違約金として委託者の定める期日までに支払わなければならない。本契約が履行さ

れた後においても、同様とする。

（１）本契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２

２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受託者

が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことによ

り、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８

条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付

命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占

禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。

（２）納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（こ

れらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体（以下「受託者等」と

いう。）に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託

者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合に

おける当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）におい

て、本契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行

としての事業活動があったとされたとき。

（３）納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号

の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取

引分野が示された場合において、本契約が、当該期間（これらの命令に係る事件につ

いて、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該

納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に

入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当する

ものであるとき。



（４）本契約に関し、受託者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは情報処理の高度化等に対処するための

刑法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第７４号）による改正前の刑法第９６

条の３（情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第８

条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。）又は

独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したと

き。

２ 受託者が前項の違約金を委託者の定める期日までに支払わないときは、受託者は、当

該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年２．７パーセントの割合

で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。

３ 第１項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定による違約金の額を超え

る場合においては、委託者が当該超過する金額の賠償を受託者に請求することを妨げる

ものではない。

４ 第１項の規定に該当したことにより本契約を解除された場合において、第２２条の規

定により違約金を支払うときにおいても、委託者が第１項の違約金の支払いを受託者に

請求することを妨げるものではない。

（検査）

第１２条 委託者は、第１６条の業務完了報告書を受理したときは、直ちに検査をしなけ

ればならない。

２ 受託者は、前項の規定による検査の結果、不合格とされたときは、直ちに補正を行い、

再検査を受けなければならない。

（契約金額の支払い等）

第１３条 受託者は、前条の検査に合格したときは、委託者に対して業務委託料の支払を

請求することができるものとする。

２ 委託者は、受託者から前項による請求を受けたときは、その日から起算して３０日以

内に業務委託料を受託者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払うものと

する。なお、振込にかかる手数料は、委託者が負担するものとする。

（秘密の保持）

第１４条 受託者は、業務の処理において知り得た情報を他に漏らしてはならない。本契

約が満了し、又は解除された後も同様とする。

（費用の負担）

第１５条 本契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

（業務上での届出等）

第１６条 受託者は、業務を施行するにあたっては、委託者に次に掲げる届出等を行わな

ければならない。



（１）業務完了報告書の提出

    業務を完了したときは、直ちに業務完了報告書を委託者に提出しなければならな

い。

（２）業務責任者の届け出

    業務の施行にあたり、委託者に業務責任者を届け出なければならない。

（３）法的に技術資格者を必要とする場合の届け出

    受託者は、その資格を有する全ての従事者について委託者に届け出なければなら

ない。

（関係法令の遵守）

第１７条 受託者は、業務の施行に当たっては、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）

等の労働関係諸法その他関連する法令を遵守しなければならない。

（業務従事者の心得）

第１８条 受託者は、業務に従事する者に対し、次の事項を留意するよう指導しなければ

ならない。

（１）業務従事責任者は、全ての従事者の指揮及び監督をする者とする。

（２）業務従事責任者は、委託者からの注文のあった内容について、速やかにその注文に

従うものとする。

（３）粗暴な言動は厳に慎むこと。

（４）施設での異常等に気づいたときは、直ちに委託者に通報するものとする。

（天災その他）

第１９条 受託者は、天災その他、受託者の責によらない理由により、業務を続行するこ

とができなくなったときは、その状況のやむまでの間、業務の提供を停止し、業務提供

に関する本契約上の義務を一切免れるものとする。

２ 委託者は、相当な事由があると認めたるときは、受託者に対して業務の停止を求める

ことができる。

３ 前２項の規定により、業務の一部が停止されたときも委託者は出来高に応じて所定の

委託料を支払うものとする。業務の全部が停止した場合の業務停止期間中の委託料につ

いては、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

（契約解除）

第２０条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、文書をもって通知

することにより、本契約を解除することができる。

（１）正当な理由なく本契約の全部又は一部を履行しないとき、又は委託者において受託

者が履行期間内に本契約を履行する見込みがないと認めたとき。

（２）本契約の締結又は履行について、受託者（法人にあっては、その役員又は使用人を

含む。）に不正の行為があると認めたとき。

（３）破産手続開始の決定を受け、又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。



（４）受託者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役

員又は支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号

において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日か

ら５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であると認められるとき。

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められると

き。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認めら

れるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。

カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当する

ことを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方

としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対して当該契約の解

除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。

（５）前各号に掲げるもののほか、本契約事項に違反したとき。

（暴力団の排除のための協力）

第２１条 受託者は、本契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を

受けたときは、委託者に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除

のために必要な協力を行わなければならない。

２ 受託者は、本契約に関する再委託契約その他の契約に際しては、当該契約の相手方に

対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたとき

は、受託者を通じて委託者に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の

排除のために必要な協力を行うよう求めなければならない。

（契約解除による違約金）

第２２条 受託者は、第２０条の規定により契約を解除されたときは、契約金額（本契約

締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相

当する額の違約金を委託者の定める期日までに納めなければならない。

（契約解除による損害の賠償）

第２３条 受託者は、違約金の額が第２０条の規定による契約の解除により委託者に与え



た損害を補てんすることができないときは、その不足額に相当する金額を賠償しなけれ

ばならない。

（地球環境への配慮）

第２４条 受託者は、浜松市役所温暖化対策基本方針に基づき、可能な限り地球環境に配

慮し、業務を実施するものとする。

（専属的合意管轄その他雑則）

第２５条 本契約又はこの契約に関連して生じた紛争については、委託者の所在地を管轄

する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

２ 本契約の履行に関して、委託者と受託者との間で用いる言語は日本語、通貨は日本円、

単位は日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。

３ 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

（協議）

第２６条 本契約の定める事項について疑義が生じた場合又は本契約に定めのない事項に

ついては、委託者と受託者とが協議の上、定めるものとする。

（規則等の遵守）

第２７条 本契約書に定めるもののほか契約履行にあたっては、浜松市病院事業契約規程

（平成２６年浜松市訓令甲第５号）を遵守しなければならない。

この契約を証するため、契約書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。


